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高齢者福祉センター巡回バス（１０月）
茂呂山老人福祉センター ☎（２４）５５００
田之入老人福祉センター ☎（２２）３９９１

〇茂呂山老人福祉センター行き▲

南コース　　９日・２３日（水）▲

東コース　１０日・２４日（木）▲

西コース　１２日・２６日（土）
〇田之入老人福祉センター行き▲

南コース　　２日・１６日・３０日（水）▲

東コース　　３日・１７日・３１日（木）▲

西コース　　５日・１９日（土）

今
月
は
防
災
月
間
で
す
。

防
災
月
間
に
便
乗
し
た
訪
問
販
売
に
注
意
！

　

消
防
署
の
職
員
を
か
た
り
、

「
消
火
器
の
点
検
を
し
ま
す
」

「
使
用
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま
す
」

「
火
災
報
知
機
を
設
置
し
な
い
と
処
罰
さ
れ
ま
す
」

な
ど
と
言
い
、
消
火
器
や
火
災
報
知
機
な
ど
を
買
う

よ
う
に
勧
誘
す
る
悪
質
な
業
者
が
い
ま
す
。

　

相
手
の
話
を
う
の
み
に
せ
ず
、
良
く
確
認
し
て
か

ら
契
約
し
ま
し
ょ
う
。

　

訪
問
販
売
で
の
契
約
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
よ

り
解
約
が
で
き
ま
す
。
お
か
し
い
と
思
っ
た
時
に
は

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

消
費
生
活
相
談
は
、
合
同
困
り
ご
と
相
談
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
「
暮
ら
し
に
役
立
つ
出

前
講
座
」
を
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
町
会
、

団
体
な
ど
で
ご
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。。
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時
〜
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後
４
時

■クリーン推進課
　☎（２３）８１５３

　家庭から排出される、市民１人１日当たりの燃えるごみは、

３年連続で増え、平成２４年度は、合併後最大となりました。

　市では、新たに「ごみ処理基本計画」を策定し、１人１日

当たり“約７０g”の減量化目標を立てました。“約７０g”とは、

市販のプリン１個分の量に相当します。

　市民の皆さんが“約７０g”のごみを減量することで、市全体では年間３, ０００ｔのごみを減

量することができます。日々の取り組みからごみの減量にご協力をお願いします。

家庭系燃えるごみの量の推移

年度 市全体（ｔ）
市民１人１日
当たり（ｇ）

Ｈ２２ ２２，５６５ ４９５
Ｈ２３ ２２，８７２ ５０５
Ｈ２４ ２３，３０４ ５１５

ごみ減量大作戦　～その①：減量は日々の取り組みから～

　ごみは、必ず収集日当日の午前８時までに、決められたごみステーションに出すことになって

います。

　交通事情や道路工事などによる収集ルートの変更、ステーションごとのごみの量の違いにより、

ごみ収集車がステーションで収集をする時間は毎回同じになるとは限りません。ごみは午前８時

までに出すよう、ご理解とご協力をお願いします。

ごみを午前８時までに出してますか？

シルバー人材センター刃物研ぎ
シルバー人材センター ☎（２３）７７６５

　好評の刃物研ぎを行っています。料金などに
ついては、直接お問い合わせください。
★９月２５日（水）午前９時～午後４時
　会場：佐野商工会議所
〇大橋シルバーワークプラザ
　第２水曜日　午前９時～午後４時
〇田沼連絡所　随時受け付けています
〇葛生連絡所　第２火曜日　午前９時～１１時
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相談名 日時 会場 問い合わせ先

消費生活相談
月～金曜日　午前９時～午後４時 消費生活センター 

（田沼庁舎本館１階）
消費生活センター
☎（６１）１１６１

２３日（水）　午前９時３０分～１１時３０分 男女共同参画推進センター
（パレットプラザさの）

人権・男女共同参画課　
☎（２７）２３５４

平常相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 交通生活課 
（田沼庁舎本館１階）

交通生活課
☎（６１）１１５９

【予】弁護士無料法律相談
８日（火）　午後１時３０分～３時３０分 万葉の里・城山記念館 交通生活課

☎（６１）１１５９
※１０月１日（火）午前９時
　から予約受付します１５日（火）　午後１時３０分～３時３０分 田沼中央公民館

合同（困りごと）相談 
（交通事故・消費生活・
女性家庭・行政相談）

１１日（金）　午後１時３０分～４時 総合福祉センター 交通生活課
☎（６１）１１５９
※１０月１日（火）の交通
　事故相談はありません１日（火）　午後１時３０分～４時 葛生あくと保健センター

高齢者見守り相談 月～金曜日　午前９時～午後４時 シルバーワークプラザ 大橋町シルバーワークプラ
ザ内　☎（２４）８３５９

教育相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 教育センター 
（田沼中央公民館１階）

教育センター
☎（６２）１１３１

心配ごと相談

４日・１１日（金）　午後１時３０分～４時 総合福祉センター 社会福祉協議会
☎（２２）８１３６

９日・１６日（水）　午後１時３０分～４時 田沼中央公民館 社会福祉協議会田沼支所
☎（６１）１１３９

１日・１５日（火）　午後１時３０分～４時 葛生あくと保健センター 社会福祉協議会葛生支所
☎（８６）２９４０

【予】心配ごと相談
（弁護士予約制） ２８日（月）　午後１時３０分～３時３０分 田沼中央公民館 社会福祉協議会田沼支所

☎（６１）１１３９

青少年の悩みごと相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 少年指導センター 
（田沼庁舎本館２階） 少年指導センター

☎（６１）１１７５
青少年に関する巡回相談 １７日（木）　午前１０時～午後３時 城北地区公民館

☎（２４）５７７２
児童福祉・女性相談・母子・
父子家庭・寡婦の相談 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時 家庭児童相談室 

（東仮庁舎事務棟２階）
家庭児童相談室
☎（２０）３００２

視覚障がい者電話相談 １０日・２４日（木）　午後１時３０分～４時 ※電話相談 社会福祉協議会
☎（２２）７０２４

【予】女性の再就職相談
会（託児サービスあり）１８日（金）　午前１０時～正午

男女共同参画推進センター
（パレットプラザさの） 人権・男女共同参画課

☎（２７）２３５４

【予】女性のためのカウ
ンセリング相談 ３日・１７日（木）　午前１０時～１１時５０分

女性相談 ２４日（木）　午前９時３０分～午後４時

困りごと・人権相談 １７日（木）　午後１時３０分～４時 
※受け付けは、午後３時までです

特設人権相談 ２５日（金）　午後１時３０分～４時 
※受け付けは、午後３時までです 葛生あくと保健センター

外国人特設相談 
（スペイン語通訳あり） ２３日（水）　午後２時～４時 国際交流協会（男女共

同参画推進センター内）

国際交流協会
☎（２４）４４４７
交通生活課
☎（６１）１１５９

隣保館定例なんでも相談 
（教育・福祉） １０日（木）　午前９時～午後４時３０分

隣保館 隣保館
☎（２２）７５１３

隣保館定例なんでも相談 
（健康） １６日（水）　午前９時３０分～１０時３０分

隣保館定例なんでも相談 
（住宅・年金・納税） １６日（水）　午前９時～午後４時３０分

隣保館定例なんでも相談 
（就労・人権） ２２日（火）　午前９時～午後４時３０分

隣保館定例なんでも相談 
（弁護士無料困りごと）

２２日（火）　午後１時３０分～３時３０分
※受け付けは、午後１時～２時です

精神に障がいのある方の
相談支援 月～金曜日　午前９時～午後６時 相談支援事業所さの 相談支援事業所さの

☎（２１）６８１１
身体や知的に障がいのあ
る方の相談支援 月～金曜日　午前８時３０分～午後５時３０分 障がい者相談支援セン

ターみどり
障がい者相談支援センター
みどり☎（２４）５７５９

１０月の相談ガイド
・【予】と記載のある相談は、予約が必要です


